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【備考】

・補助金の交付を受けた集会所は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し

　て５年間は補助の対象となりません（冷暖房設備の設置に係る補助金は１５年間）。

・公共下水道への接続工事に係る補助金は、１集会所につき１回限り。

・外構工事、備品、用地取得費等は補助対象外です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

市民活動推進課 ０８６－４２６－３１０７

【ホームページ】

自治組織が建設・取得等を行う集会所で、かつ、当該自治組織によって維持管理される

もの。

【対象者・要件】

冷暖房設備の設置

公共下水道への

接続工事
５０万円

補助対象経費の５０％

※１回のみ（既存施設への接続の場合）

補助区分 補助内容 補助限度額

８００万円

１００万円

補助対象となる工事費から２０万円を差し引い

た額の５０％

補助対象経費の５０％

新築・増築・改築
基準工事費又は工事実費のうち、いずれか低い

額で、補助対象経費の５０％

建物取得実費、基準工事費又は現在価格のうち

いずれか低い額で、補助対象経費の５０％
建物取得

大修繕

住民自治組織（町内会、自治会等）が、集会所を設置する場合等に補助を行います。

１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○地域集会所設置費補助金

【概要】

１



１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○校区集会所設置費補助金

【概要】

コミュニティ協議会が、集会所を設置する場合等に補助を行います。

冷暖房設備の設置

公共下水道への

木造

木造

軽量鉄骨プレハブ造、鉄骨造等

補助対象となる工事費から２０万円を差し引い

新築・増築・改築、取

軽量鉄骨プレハブ造、鉄骨造等

得（小学校区の世帯数

が１，５００世帯以下

の場合）

得（小学校区の世帯数

が１，５００世帯を超

える場合）

新築・増築・改築、取

補助区分

２，９００万円

３，５００万円

基準工事費ま

たは工事実費

のうちいずれ

か低い額で補

助対象経費の

７０％

２，１００万円

２，４００万円

補助限度額補助内容

・公共下水道への接続工事に係る補助金は、１集会所につき１回限り。

８００万円
た額の５０％

補助対象経費の７０％（１集会所について２回

目以降の補助は、補助対象経費の５０％）

補助対象経費の７０％

※１回のみ（既存施設への接続の場合）

１４０万円

７０万円
接続工事

【対象者・要件】

コミュニティ協議会により建設・取得、又は設置・運営されている集会所。

【備考】

・冷暖房設備の設置に係る補助金は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算

　して１５年間は補助の対象となりません。

大修繕

市民活動推進課 ０８６－４２６－３１０７

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2653.htm

・補助金の交付を受けた集会所は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し

　て５年間は補助の対象となりません。

・外構工事、備品、用地取得費等は補助対象外です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

２



市民活動推進課 ０８６－４２６－３１０７

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2653.htm

電気料、上下水道料、
ガス代、浄化槽等維持
管理費、借地料、
借家料、火災保険料

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

集会所を

保有する場合

使用１回につき

１５，０００円を限度

（年額１８万円まで）

１，５００世帯以下

１，５００世帯以上

年額１８万円まで

 年額３６万円まで

料等の経費を補助します。

対象経費 小学校区の世帯数 補助金額

所を保有しない場合に他の施設を一時使用するとき、コミュニティ協議会に対し、電気

１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○校区集会所管理費等補助金

【概要・対象者・要件】

コミュニティ協議会が保有する集会所を管理するとき、又はコミュニティ協議会が集会

集会所を
保有しない場合

－

施設使用料、

臨時に借り上げた

駐車場使用料

３
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【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2931.htm

【対象者・要件】

概ね小学校区を単位にコミュニティ活動及びコミュニティ意識の高揚を目的として組織

された住民自治組織。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

万円を限度

世帯割区分

課題解決区分

補助区分 補助内容

を行います。

１，０００世帯から５００世帯増すごとに５万円増額し６５万

円（６，０００世帯を超える）を限度額とする

地域の課題解決に係る年間活動対象経費の５０％以内とし６０

１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○コミュニティ協議会（補助金）

【概要】

地域住民相互のふれあいと連帯感を深め、地域の課題解決をはかるため、コミュニティ

協議会の年間活動経費の５０％以内で、世帯割区分補助と課題解決区分の合算額の補助

４
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【ホームページ】
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ターが助成の可否を決定します。

※必ず助成されるものではありません。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

対象事業費の全額（３０万円か
ら１００万円まで（１０万円単
位））

【備考】

この助成は、市から岡山県を通じて一般財団法人自治総合センターに申請し、同セン

※事業内容については事前にご相談

ください

ュニティ活動のイベント等）を実施 助成事業

する場合

限（１０万円単位））

活動、文化・学習活動、その他コミ 青少年健全育成

町内会・自治会等が青少年の健全育

成のため、主として親子で参加する

事業（スポーツ・レクリエーション

対象になる団体・条件

一般
コミュニティ
助成事業

町内会・自治会等が、集会施設（コ

ミュニティセンター・自治会集会所

等）を建設整備する場合

場合

輿、太鼓、山車、テント等）を行う

動に直接必要な設備の整備（例：御

町内会・自治会等がコミュニティ活

コミュニティ
センター

給付・補助などの内容
コミュニティ

助成事業の名称

対象事業費の５分の３以内に相

当する額（１，５００万円を上

対象事業費の全額（１００万円
から２５０万円まで（１００万
円以上で１０万円単位））

コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対して助成を行います。

【対象者・要件】

１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成

【概要】

一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として行う事業です。地

域のコミュニティ活動の充実・強化、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上のため、

５
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【問い合わせ先】

部署名 電話番号

市民活動推進課 ０８６－４２６－３１０７

【ホームページ】

ず事前に市民活動推進課にご相談ください。

１．町内会・自治会について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認可地縁団体（町内会等の名義による不動産登記）

【概要】

町内会等が一定の要件を満たす場合に、市町村の認可を受けて法人格を取得し、団体名

で不動産登記をできるようにするものです。（この市町村から認可を受け、法人となっ

た町内会等を「認可地縁団体」といいます。）

【対象者・要件】

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体。（要件あり）

【備考】

申請にあたり新規約、区域図、構成員名簿（個人単位）等の作成が必要となります。必

６



２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○子ども会（倉敷市子ども会連合会）

【概要】

倉敷市子ども会連合会は、市内の子ども会、学区及び地区連合体の充実発展を図り、子

どもの健全育成に資することを目的として活動しています。

【対象者・要件】

倉敷市子ども会連合会に属する子ども会団体が対象です。倉敷市子ども会連合会に属す

るには、安全共済会への加入が必要です。

【備考】

（倉敷市子ども会連合会について）

ライフパーク倉敷市民学習センター
０８６－４５４－００１１

倉敷市子ども会連合会に加入している既存の子ども会に加入する場合は、各子ども会の

代表者へお問い合わせください。新たに倉敷市子ども会連合会に加入を検討されている

子ども会団体は、下記の各地区の問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

（倉敷地区の子ども会について）
０８６－４２３－２１３５

倉敷公民館

（児島地区の子ども会について）
０８６－４７２－７４２３

児島公民館

（玉島地区の子ども会について）
０８６－５２６－７６２５

玉島公民館

（水島地区の子ども会について）
０８６－４４４－２５４１

水島公民館

７



います。「はばたけ未来に！広げよう女性の輪を！」を合言葉に、自主的な運営を行う

２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○婦人協議会（倉敷市婦人協議会）

【概要】

昭和４２年に設立された「倉敷市婦人協議会」は、各地区の婦人協議会から構成されて

部署名 電話番号

団体として、福祉や文化・環境保全活動等、豊かな地域社会を実現するための活動を行

っています。

※主な活動内容

　くらしき女性まつりの開催、婦人学級事業の運営、人権教育を推進する事業の運営

【対象者・要件】

倉敷市婦人協議会への参加要件：地区婦人協議会に加入している学区婦人協議会である

こと。

※令和４年度加入状況

　倉敷地区婦人協議会（３学区）、児島地区婦人協議会（６学区）、真備地区婦人協議

　会（４学区）　

【問い合わせ先】

（倉敷市婦人協議会について）
０８６－４５４－００１１

ライフパーク倉敷市民学習センター

（倉敷婦人協議会について）
０８６－４２３－２１３５

倉敷公民館

（児島婦人協議会について）
０８６－４７２－７４２３

児島公民館

（真備婦人協議会について）
０８６－５２６－７６２５

玉島公民館

８



【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/30592.htm

を行い、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力する等、社会福祉の増進を図っていま

２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○民生委員・児童委員

【概要】

民生委員は社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援

す。民生委員は児童委員を兼ねています。その中でも、子どもや子育てに関する支援を

専門に担当する民生委員・児童委員は主任児童委員と呼ばれ各地区で活動しています。

【対象者・要件】

【備考】

民生委員・児童委員はボランティアであり、給与は支給されません。

民生委員・児童委員は、市に設置された民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱

意があり、地域の実情に精通した者が推薦され、同じく市に設置された社会福祉審議会

の意見を聞いた後、厚生労働大臣から委嘱される「非常勤の地方公務員」です。

任期は３年、再任も可能です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

福祉援護課 ０８６－４２６－３３２１

真備支所真備保健福祉課 ０８６－６９８－５１１３

児島支所福祉課 ０８６－４７３－１１１９

玉島支所福祉課 ０８６－５２２－８１１８

水島支所福祉課 ０８６－４４６－１１１４
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真備支所真備保健推進室 ０８６－６９８－５１１１

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/29325.htm

児島支所保健推進室 ０８６－４７３－４３７１

玉島支所保健推進室 ０８６－５２２－８１１３

水島支所保健推進室 ０８６－４４６－１１１５

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

健康づくり課 ０８６－４３４－９８２０

地域にお住まいの方であれば、要件は特にありません。

【備考】

愛育委員会はおおむね学区単位で組織されています。愛育委員の選出方法は組織ごとに

異なります。

愛育委員とは、明るい地域社会をつくるため、生涯にわたる健康づくりを推進すること

で、保健福祉行政への協力や自主活動を行っている健康ボランティアです。健康啓発の

ちらし回覧、ミニ健康展の開催、各種健康診査の受診勧奨・援助のほか、地域へ健康の

輪を広げるための様々な活動を行っています。

【対象者・要件】

２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○愛育委員

【概要】
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【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/5729.htm

で修了となり、栄養委員となります。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

健康づくり課 ０８６－４３４－９８６８

栄養委員とは、地域で食育・栄養改善を推進するボランティアです。「私たちの健康は

私たちの手で」をスローガンのもと、栄養教室伝達講習会・親子料理教室・男性料理教

室等を通じて、地域で食を通じた健康づくり・地域づくりの活動を行っています。

【対象者・要件】

市が主催する、栄養委員養成講座である栄養教室（６回／年）に５回以上出席すること

２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○栄養委員（栄養改善協議会）

【概要】
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真備支所産業課 ０８６－６９８－８１１４

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/102032.htm

庄支所産業建設係 ０８６－４６２－１２１２

茶屋町支所産業建設係 ０８６－４２８－０００１

船穂支所産業係 ０８６－５５２－５１１０

児島支所産業課 ０８６－４７３－１１１５

玉島支所産業課 ０８６－５２２－８１１４

水島支所産業課 ０８６－４４６－１１１３

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

耕地水路課 ０８６－４２６－３４４１

３　以下各号に該当しないこと

（１）建設業者（法人である場合は、その役員である者を含む）

（２）宅地建物取引業者（法人である場合は、その役員である者を含む）

（３）配偶者、一親等の親族又は同居の親族が前２号のいずれかに該当する者

（４）暴力団員

（要件）

１　就任時満７５歳未満であること（ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでな

　　い）

２　１０アール以上の農地を耕作していること（ただし、市長が特に認めた場合は、こ

　　の限りでない

　指揮、指導

・農業用施設の境界の立会及び意見具申

【対象者・要件】

農業土木委員推薦会（町内会等により構成）から以下の要件を満たす方の推薦により農

業土木委員を委嘱しています。

農業土木委員（任期３年）は、農業土木業務及び水利の運営並びに農業用施設の円滑な

維持等を図るため、以下の業務を主に行っております。

・各地区の農業用施設の維持補修及び改良工事等の要望の取りまとめ、市への要望

・農業用水の取入れ、配分及び排水等の水利調整

・農業用水路やため池等の農業施設の清掃や草刈りといった維持管理に係る地元調整、

２．活動団体について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○農業土木委員

【概要】
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防災推進課 ０８６－４２６－３１３１

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36566.htm

のため、出前講座を実施しています。また、組織結成時に防災資機材を提供や、避難訓

練、防災マップ作成等の活動支援も行っています。

【対象者・要件】

自主防災組織及び自主防災組織の結成に関心のある団体

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

から町内や地域で防災活動に取り組む組織です。倉敷市では、自主防災組織の結成促進

３．防災・防犯・交通安全について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○自主防災組織への支援

【概要】

自主防災組織とは、災害が発生したとき等、「いざ」というときに助け合うため、日頃
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【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/3597.htm

必ず事前に生活安全課にご相談ください。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

生活安全課 ０８６－４２６－３１１１

対象物品及び金額、個数に制限があります。また、規約や名簿、見積書等が必要です。

安全で安心なまちづくりを進めることを目的とした地域安全活動（地域の安全パトロー

ル、登下校時の見守り等）を行う団体に、物品購入費として補助金（上限１０万円）を

交付します。

※ただし、５年に１回。

【対象者・要件】

（１）規約等を定めて活動を行う自治会、ＰＴＡ等の団体であること。

（２）構成員が２０名以上であること。

（３）毎月１回以上継続的な活動を行うこと。

（４）学校、防犯組合、警察等関係機関と連携が図られること。

（５）特定の建物又は施設のみを対象として行う活動でないこと。

【備考】

３．防災・防犯・交通安全について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○地域自主防犯パトロール（補助金）

【概要】
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（真備地区）
０８６－６９８－１１１１

真備支所市民課

（玉島・船穂地区）
０８６－５２２－８１１１

玉島支所総務課交通安全係

（水島地区）
０８６－４４６－１１３１

水島支所総務課交通安全係

（倉敷地区）
０８６－４２６－３２７５

生活安全課交通安全係

（児島地区）
０８６－４７３－１１１１

児島支所総務課交通安全係

に参加をお願いしています。

【対象者・要件】

各小学校区に居住の市民

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

会員には学区の交通安全啓発の推進、地区の交通安全運動への参加、活動に必要な会議

３．防災・防犯・交通安全について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○交通安全母の会・交通安全対策協議会

【概要】

交通安全を目的として各小学校区に交通安全母の会と交通安全対策協議会があります。
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水島支所建設課 ０８６－４４６－１６１２

船穂支所建設係 ０８６－５５２－５１１１

真備支所建設課 ０８６－６９８－８１０８

道路管理課 ０８６－４２６－３５１５

児島支所建設課 ０８６－４７３－１１１６

玉島支所建設課 ０８６－５２２－８１１５

部署名 電話番号

　　が低下したもの

　　※なお、防犯灯更新の場合は、故障証明書（電気工事業者が調査し証明するもの）

　　　が必要。

【備考】

・補助金は、事業年度内交付。予算範囲内のため、予算がなくなり次第受付を終了。

・器具の移設については補助金の対象外。また、自立柱設置の場合は、器具設置費のみ

　補助の対象で、柱は補助対象外。

・青色防犯灯、手元スイッチにより入切できる防犯灯及び人感センサー付防犯灯は、補

　助対象外。

・道路を照射していない防犯灯は補助対象外。

【問い合わせ先】

　１５，０００円／１灯（ＬＥＤ防犯灯への新設・更新）、同一補助対象者に対し、年

　間累計最大８灯まで

〇防犯灯更新の要件について

　・設置年数が１年を経過したもので、器具が故障し、点灯しないもの

　・長年使用したもので、器具の腐食等により落下の危険性が高いもの

ます。

【対象者・要件】

〇対象者

　防犯組合、町内会、部落会、その他これらに類する地域団体の代表者

〇補助金の限度額

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dorokanri/

主的に維持管理する照明灯を指します。その地域防犯灯を新たに設置する場合、又は故

４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○地域防犯灯設置費補助金制度

【概要】

地域防犯灯とは、犯罪、交通事故等を未然に防止することを目的として、町内会等が自

　・グローブ（ランプを覆っているカバー）の劣化や変色等により防犯灯としての機能

障や老朽化により器具を取り替える場合に、その設置費用に対して市が補助金を交付し
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【対象者・要件】

町内会や老人会、子ども会、婦人会など地域コミュニティ団体を中心とした構成員（複

【備考】

【問い合わせ先】

真備支所建設課 ０８６－６９８－８１０８

玉島支所建設課 ０８６－５２２－８１１５

水島支所建設課 ０８６－４４６－１６１２

船穂支所建設係 ０８６－５５２－５１１１

数名）

個人で「公園愛護会」を設立することはできません。

公園緑地課 ０８６－４２６－３４９５

児島支所建設課 ０８６－４７３－１１１６

部署名 電話番号

倉敷市内には維持管理を行っている公園が約１，１００箇所あります。そのうち、約４

２０箇所の公園で、近隣地域の町内会や老人会、有志の皆様等で「公園愛護会」を結成

いただいています。

し、公園の清掃や除草作業、遊具の安全確認等、倉敷市と協働して公園の管理を行って

４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○公園愛護会

【概要】
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４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○用水管理組合

【概要】

倉敷市の所管する用排水路等の安全で快適な流水環境を保つため、農業土木委員及び当

該用排水路周辺の住民によって用水管理組合を組織しています。用水管理組合は市と協

働して用水路の清掃等、農業施設の維持管理を行っています。

【対象者・要件】

用水管理組合を設立する場合は、地区担当の農業土木委員を構成員に加えた上で、会長

や会計、監査等の役員の選任や組合規約を定めて組織を構成し、市へ設立届を提出して

ください。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

耕地水路課 ０８６－４２６－３４４１

児島支所産業課 ０８６－４７３－１１１５

玉島支所産業課 ０８６－５２２－８１１４

船穂支所産業係 ０８６－５５２－５１１０

真備支所産業課 ０８６－６９８－８１１４

水島支所産業課 ０８６－４４６－１１１３

庄支所産業建設係 ０８６－４６２－１２１２

茶屋町支所産業建設係 ０８６－４２８－０００１
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管理不全の空家等について、適正管理の指導を行っています。

【問い合わせ先】

空家等が下記の状態になっている場合は、次の担当課にご相談ください。

電話番号

４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○空家等対策

【概要】

０８６－４２６－３５０１

０８６－４２６－３３６１

部署名空家等の状態

建築指導課

消防局予防課

生活安全課

老朽化が著しい建物で倒壊又は建築材

等の飛散のおそれのある状態

不特定者の侵入による火災を誘発する

おそれのある状態

不特定者の侵入による犯罪を誘発する

おそれのある状態

０８６－４２６－３５０１

０８６－４２６－１１９４

０８６－４２６－３１１１

環境に害を及ぼすおそれがある状態

その他（空家等の状態がわからない場

合、条例の問い合わせ等）
建築指導課

環境衛生課

敷地内の草木が著しく繁茂し、又は昆

虫等が相当程度い繁殖し、周囲の生活

【備考】

所有者が分かっているものについては、直接所有者に話していただいた方が早期の対応

が期待できます。

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/19868.htm
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建築指導課 ０８６－４２６－３５０１

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4012.htm

【備考】

補助対象であることの確認等をするため、建築指導課で事前相談してください。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

※延床面積が２００㎡を超える場合は、診断費用・補助額が異なることがあります。

【対象者・要件】

２階建て以下の木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に着工したもの）

※上記以外の建築物については、建築指導課までお問い合わせください。

地震発生時における建築物の倒壊による被害を未然に防ぐため、耐震診断等の費用の一

部を補助する制度を設けています。

現況診断

　 診断費用７．１２万円

　 のうち６万円

補強計画

　 診断費用７．１２万円

　 のうち６万円

耐震改修

補助率４／５

（上限額：１００万円／戸）

４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○住宅の耐震診断・耐震改修（補助金）

【概要】
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建築指導課 ０８６－４２６－３５０１

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4012.htm

※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

【備考】

補助対象であることの確認等をするため、建築指導課で事前相談してください。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、費用の一部を補助する制度を設けて

います（危険なブロック塀を撤去するための見積額と基準額（９千円／ｍ）のいずれか

少ない額の２／３（上限額１５万円））。

【対象者・要件】

対象道路に面する一定以上の高さの組積造の塀または補強コンクリートブロック造の塀

４．生活環境について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○危険なブロック塀の撤去（補助金）

【概要】
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https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kk-eisei/

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

環境衛生課 ０８６－４２６－３３６１

【ホームページ】

 補助対象経費の３分の２

 ※上限額１５万円

 ごみステーション整備

 ごみステーション整備
（その他の修繕）

 既存のごみステーションの
 簡易な修繕に係る経費

 補助対象経費の３分の２
 ※上限額１５万円

 共同清掃用器具の購入

 共同防疫用噴霧器の購入

 共同清掃用器具の購入費

 共同防疫用噴霧器の購入費

 ※上限額２５万円

 補助対象経費の２分の１

 ※上限額５万円

 差し引いた額の３分の２

 周辺の清掃に用いる給水装

 置の設置に係る経費

 補助対象経費の３分の２

 ※上限額２５万円

 補助対象経費から５万円を

 新たなごみステーションの

 設置や既存のごみステーシ

 ョンの大規模な修繕に係る

 経費

 ごみステーション及びその

 水道設備の新設

環境衛生の改善整備を図るため、倉敷市環境衛生改善組合が行うごみステーションの新

設や修繕などに必要な経費に対し、適当と認めるものについて、予算の範囲内において

補助金を交付します。

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額

５．環境衛生について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○環境衛生改善事業補助金

【概要】

２２



５．環境衛生について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○町内会の一斉清掃

【問い合わせ先】

町内会や自治会単位での一斉清掃（地区清掃）により生じるごみ（土砂等・雑草のみ）

の回収については、次の担当課にご相談ください。

０８６－４２６－３３６１

部署名 電話番号

環境衛生課

児島支所市民課環境衛生係 ０８６－４７３－４５４６

玉島支所市民課環境衛生係 ０８６－５２２－８１２０

水島支所市民課環境衛生係 ０８６－４４６－１９１５

船穂支所市民税務係 ０８６－５５２－５１００

真備支所市民課環境係 ０８６－６９８－１１１４

０８６－４２８－０００１

０８６－４２６－３４４１

０８６－４７３－１１１５

０８６－５２２－８１１４

電話番号

※清掃区域が限定される場合の担当課は以下のとおりです。

０８６－４２８－０００１

０８６－５５２－５１１１

水島支所建設課

庄支所産業建設係

茶屋町支所産業建設係

船穂支所建設係

真備支所産業課

部署名

部署名

０８６－４４６－１６１２

０８６－４２６－３５１５

０８６－４７３－１１１６

０８６－５２２－８１１５

道路管理課

児島支所建設課

玉島支所建設課

０８６－６９８－８１１４

電話番号

０８６－４４６－１１１３

０８６－４６２－１２１２

※その他の市が所有管理する土地については、担当する部署にお問い合わせください。

真備支所建設課

部署名

公園緑地課

児島支所建設課

玉島支所建設課 ０８６－５２２－８１１５

０８６－４４６－１６１２

０８６－５５２－５１１１

水島支所建設課

船穂支所建設係

０８６－４２６－３４９５

０８６－４７３－１１１６

０８６－６９８－８１０８

電話番号

真備支所建設課 ０８６－６９８－８１０８

農業用水路

市道の道路側溝

公園

清掃区域

清掃区域

清掃区域

耕地水路課

児島支所産業課

玉島支所産業課

水島支所産業課

庄支所産業建設係

茶屋町支所産業建設係

船穂支所建設係 ０８６－５５２－５１１１

０８６－４６２－１２１２

２３



高齢者福祉の向上を図るため、市内の老人クラブに対して、補助金を交付します。補助

金額は４，１７０円×活動月数（年間で５０，０４０円が上限）です。

【対象者・要件】

会員の年齢が、おおむね６０歳以上で、活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○老人クラブ助成費補助金

【概要】

住する３０人以上の会員で組織する老人クラブ。

【備考】

補助金の交付を受けた場合、年度末に実績報告が必要です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

健康長寿課 ０８６－４２６－３３１５

児島支所福祉課 ０８６－４７３－１１１９

玉島支所福祉課 ０８６－５２２－８１１８

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6753.htm

水島支所福祉課 ０８６－４４６－１１１４

真備支所真備保健福祉課 ０８６－６９８－５１１３

【ホームページ】
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０８６－４３０－６７０３

や訪問等による相談対応を行っています。

【対象者・要件】

倉敷市在住の高齢者及びその家族等。

【問い合わせ先】

電話番号

倉敷中部

センター名

倉敷東小、万寿小、万寿東小、菅生
小の一部（青江、西岡、宮前、祐安)

区域（小学校区）

倉敷市高齢者支援センター

のサブセンターを設置し、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等の専門職が電話

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認知症に関する相談窓口について

【概要】

認知症に関する地域の身近な相談窓口として、２５か所の高齢者支援センターと３か所

倉敷西 ０８６－４６６－３１５６

倉敷西小、粒江小

老松小、中洲小

大高小、葦高小、倉敷南小

中島小、西阿知小、連島北小の一部
（旧霞丘小を除く）

大高

倉敷南 ０８６－４２０－１３５５

老松・中洲 ０８６－４２７－１１９１

０８６－４２７－８８１１

帯江・豊洲 ０８６－４２９－２７１４

中庄 ０８６－４６１－２３５７

天城・茶屋町 ０８６－４２８－１６６１

琴浦東小、琴浦北小、琴浦南小

児島小、緑丘小、琴浦西小の一部
（児島上の町１～４丁目）

庄小の一部（上東、二子、山地、
西尾、日畑、矢部、庄新町）

庄小の一部（下庄、松島、栗坂）、
菅生小の一部（浅原、西坂、生坂、
三田）

帯江小、豊洲小

中庄小

茶屋町小、天城小

郷内小、郷内尾原分校

庄北

水島

福田

児島中部

倉敷北

連島

琴浦

児島西

郷内

味野小、本荘小

赤崎小

下津井東小、下津井西小

第四福田小、第五福田小、水島小

第一福田小、第二福田小、
第三福田小

連島東小、旭丘小、連島神亀小、
連島西浦小、連島南小、
連島北小の一部（旧霞丘小に限る）

０８６－４６１－００８５

０８６－４４６－６５１１

０８６－４５５－５１３２

０８６－４７３－０８４７

０８６－４４４－３２００

０８６－４６３－７７６０

０８６－４７３－９００１

０８６－４７０－２００５

０８６－４７２－０２２１

赤崎 ０８６－４７２－２９４１

下津井 ０８６－４７９－８２７１

２５



【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37712.htm

区域（小学校区） センター名 電話番号

圏域 センター名 電話番号

浅原、西岡、宮前、青江、祐安 倉敷北部 ０８６－４６２－００２０

福田町福田、福田町浦田
（旭丘小学校区を除く）

福田 ０８６－４５０－１１８８

連島町鶴新田 連島南

川辺小、岡田小、薗小、二万小、
箭田小、呉妹小

真備 ０８６－６９８－５９９９

船穂 ０８６－５５２－９００５

倉敷市高齢者支援サブセンター

０８６－４４０－０７０８

長尾小、富田小、穂井田小 玉島北 ０８６－５２５－１３３９

船穂小、柳井原小

玉島南小、沙美小、南浦小 玉島南 ０８６－５２８－３２６６

上成小、乙島小、乙島東小 玉島東 ０８６－５２３－６２３５

玉島小、柏島小 玉島中部 ０８６－５２３－５３２２

２６



安心おかえりシール（見本）→

倉敷市内に住所を有する在宅で生活されている方で、次のいずれかに該当する方。

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○安心おかえりシール交付事業

【概要】

認知症の方が外出し、所在不明になった場合に、介護者等との連絡体制の整備等を行う

安心おかえりシール交付事業を実施しています。

ＱＲコード付きシールを、認知症の方の衣服やかばん、帽子など、外から目につきやす

い場所に貼り付けておくと、行方不明になったとしても、発見者がＱＲコードを携帯電

話等で読み取ることで身元が分かり、家族等とインターネット上の伝言板で連絡が取れ

る仕組みです。

【対象者・要件】

①医師から認知症の診断を受け、行方不明になる恐れがある。

②認知症の疑いがあり、道に迷ったり家が分からなくなったりして、警察等に連絡又は

　保護されたことがある。

【備考】

事業を利用する場合には、所定の利用申請書の提出が必要です。利用申請書はホームペ

ージからダウンロードできます。ＱＲコードを読み取った際に、名前等の個人情報は表

示されません。

※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/33530.htm

健康長寿課地域包括ケア推進室 ０８６－４２６－３４１７

児島支所福祉課 ０８６－４７３－１１１９

玉島支所福祉課 ０８６－５２２－８１１８

水島支所福祉課 ０８６－４４６－１１１４

真備支所真備保健福祉課 ０８６－６９８－５１１３

【ホームページ】

２７



します。交付にあたっては、ＧＰＳ端末の購入前、レンタル開始前に事前相談が必要で

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認知症ＧＰＳ端末購入費等補助金交付事業

【概要】

認知症の方の安全確保を図る等を目的に、ＧＰＳ端末の購入等に係る経費の一部を助成

④介護保険料の滞納がない。

【備考】

補助金交付を希望する場合は、ＧＰＳ端末の購入前、レンタル開始前に、事前に必要書

類（申請書、ＧＰＳサービスの内容が分かる書類や見積等）の提出が必要。助成金は、

す。

【対象者・要件】

次の要件全てを満たす人。

①市内に住所を有する４０歳以上で、在宅で生活をしている。

②認知症が原因で行方不明になったことがある、またはそのおそれがある。

③要支援・要介護認定または、医師から認知症の診断を受けている。

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/39317.htm

購入費等のうち、対象経費として認めた合計額（上限１万円）。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

健康長寿課地域包括ケア推進室 ０８６－４２６－３４１７

２８



する団体や個人に対して、運営費用を助成します（認知症カフェのスペースの賃貸料や

茶葉代等の対象となる運営費用の２分の１を助成(上限５０，０００円））。

【要件】

１０人以上活動できるスペースがあること、毎月１回以上開催すること等。

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認知症カフェ運営助成金

【概要】

認知症カフェ（認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイ

スを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点）を運営

健康長寿課地域包括ケア推進室 ０８６－４２６－３４１７

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/29084.htm

【備考】

助成金の交付を希望する場合は、認知症カフェを開催する日までに、申請書等の必要書

類の提出が必要。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

２９



倉敷市認知症カフェ運営助成金の交付を受ける認知症カフェは、登録も同時に行います

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認知症カフェ登録事業

【概要】

認知症カフェ（認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイ

スを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点）の情報

を市のホームページやチラシ等で広報します。また、市から研修や交流会の案内を送付

します。

【要件】

年に数回以上実施していること等。

【備考】

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/29084.htm

のでこちらの申請は不要です。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

健康長寿課地域包括ケア推進室 ０８６－４２６－３４１７

３０



解し、認知症の方やその家族を温かく見守る地域の“応援者”となる「認知症サポータ

６．高齢者福祉について

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○認知症サポーター養成講座

【概要】

認知症の方やそのご家族が、安心して暮らせるまちづくりのために、認知症を正しく理

ー」の養成を高齢者支援センター等と連携し推進しています。認知症サポーター養成講

座を受講したい場合は、お近くの高齢者支援センターや健康長寿課地域包括ケア推進室

までご相談ください。

【対象者・要件】

市内在住、通勤・通学されている人で構成されるグループ。

健康長寿課地域包括ケア推進室 ０８６－４２６－３４１７

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/25024.htm

【備考】

費用は無料、講座は約２時間です。講座修了者には、認知症サポーターの証、サポータ

ーカードを交付します。お１人から参加可能な公開講座の情報は、ホームページに掲載

しています。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号
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①毎月２５日～２８日（１２月・２月は２２日～２５日）に、配送業者から配布地区世

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○「広報くらしき」の配布

【概要】

「広報くらしき」は、自治会や町内会をはじめ、地域のグループ等の４世帯以上の組織

を単位として、その代表者の「配布地区世話人」を通じて各世帯にお配りしています。

なお、配布実績（１部当たり１５円）に応じて、毎年度３月中旬に、配布地区世話人が

指定した口座に配布手数料をお支払いします。また、市では、「広報くらしき」のホー

ムページやスマートフォン用アプリでの公開やＬＩＮＥの配信等を行っていますので、

ぜひご利用ください。

※配布の流れ

　します。

　話人に必要部数をお届け。

②配布地区世話人が毎月１日までに各世帯に配布。

【対象者・要件】

・自治会や町内会をはじめ、地域のグループなどの４世帯以上の組織。

・４世帯以上であれば、近隣の世帯やマンション・アパート・コーポ等でも登録してい

　ただけます。

【備考】

・配布地区世話人になっていただく方には、住所・氏名・電話番号・必要部数・配布手

　数料の振込先を登録するための就任承諾書（ハガキ形式）をご提出いただきます。

・毎年度２月末ごろに、その年度の配布手数料の振り込みのご案内と、次年度の配布地

　区世話人を連絡していただくための返信用の就任承諾書（ハガキ形式）を併せて送付

くらしき情報発信課 ０８６－４２６－３０６１

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/koho/

・配布地区世話人の決め方や任期、お配りいただく範囲等については、それぞれの組織

　のルールや世帯の加入・脱退管理等の関係上、市では管理せず、組織の実情に合わせ

　て対応していただいています。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号
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【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4596.htm

※行政苦情１１０番：０５７０－０９０１１０

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

生活安全課 ０８６－４２６－３１１１

お急ぎの場合、岡山行政監視行政相談センターでも相談を受け付けています。

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○行政相談委員（行政相談）

【概要】

行政相談委員とは、総務大臣から委嘱された民間の方で、全市町村で１名以上配置され

ています。倉敷市では各地区（倉敷・児島・玉島・水島・庄・茶屋町・真備・船穂）に

配置された委員が定例相談会を開設しており、地域の皆さんからの国や特殊法人等に対

する意見・要望・苦情・相談等を委員が聞き、助言や関係機関への改善の申し入れ等を

行っています。毎月の日程は広報くらしき（相談のページ）またはホームページをご覧

ください。

【備考】
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https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4580.htm

報くらしき（相談のページ）またはホームページをご覧ください。

【対象者・要件】

・１年度（４月１日から翌年３月３１日まで）に１人１回（３０分間）、倉敷市民に限

　ります。

・町内会からの相談も、個人の相談として、１年度に１人１回となります。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

生活安全課 ０８６－４２６－３１１１

【ホームページ】

士による一般法律相談（予約制）を実施しています（相談料は無料）。相談日時は、広

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○弁護士による一般法律相談

【概要】

離婚、相続、土地家屋・職場や近隣トラブル、金銭貸借など法的な問題について、弁護
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市民活動推進課 ０８６－４２６－３１０７

【ホームページ】

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/31771.htm

【備考】

申込みいただいた後、市と合意書を締結していただきます。また、活動可能な場所か申

込時に確認させていただきます。

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

可）。１年に４回以上実施してください。

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○アダプト・プログラム

【概要】

ボランティア活動団体等の市民が、ボランティアで市内の道路・水路・公園などの清掃

美化活動を行う場合、ほうき・ごみ袋の支給やボランティア活動保険加入などで活動を

支援します。

※アダプトとは英語で「養子縁組する」の意で、公共の場所を家族のように愛着をもっ

　てお世話することをイメージしています。

【対象者・要件】

市内の道路・水路・公園などの清掃美化活動を行うボランティア活動団体等（１名から
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（土地について）
０８６－４２６－３１９５

資産税課土地係

（家屋について）
０８６－４２６－３１９７

資産税課家屋係

部署名 電話番号

【対象者・要件】

・一定の地域内で不特定多数の者により組織された町内会、自治会等が所有し、あるい

　はこれらの者が無償で提供を受けたものであること。

・町内会、自治会等が所有する場合は、継続使用期間が５年以上のものであること。

・町内会、自治会等が無償提供を受けている場合は、自ら管理、運営し、無償契約期間

　が５年以上等の誓約がなされたものであること。

【備考】

申請にあたり、減免申請書、町内会・自治会の名簿・規約等が必要になります。無償貸

借の場合には使用貸借契約書、誓約書等も必要になります。詳しい要件については、事

前に資産税課へご相談ください。

【問い合わせ先】

　集の用に供するもの

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○固定資産税・都市計画税の減免

【概要】

町内会・自治会が次の用に供する土地又は家屋について、当該年度分の税額のうち、減

免申請があった日以後に納期限の到来する税額について免除します。

①遊園地、運動場、広場、ゲートボール場、又はグラウンドゴルフ場（面積・設備の要

　件あり）

②集会所、公民館、会館、公会堂、集会施設専用駐車場、公園、緑地、倉庫及びごみ収
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https://www.city.kurashiki.okayama.jp/demae/

【問い合わせ先】

部署名 電話番号

生涯学習課 ０８６－４２６－３８４５

【ホームページ】

　た催しもの等を行う恐れがあるときは、講師の派遣はできません。

料金

　講師派遣料は無料です。ただし、講座によっては必要な材料等の費用負担をお願いす

　ることがあります。

申込み方法

　出前講座を受講しようとする、おおよそ１か月前までに、講座担当課と開催日時・内

　容等の打ち合わせをしてください。日時・場所が決まりましたら、出前講座申込書を

　講座担当課又は生涯学習課に提出してください（提出は郵送・ＦＡＸ・電子メール・

　持参の方法があります）。

注意事項

　出前講座は、市政に対する苦情・要望を行う場ではありません。また、公の秩序を乱

　し、または善良な風俗を阻害する恐れがあるとき、政治・宗教または営利を目的とし

【備考】

７．その他

※申請に必要な書類や詳細は問い合わせ先にご確認ください。

○出前講座

【概要】

市民の皆様の自主的な学習活動の支援とともに、市政に関する理解を深めていただくた

めに、市職員が地域に出向いて行うものです。

【対象者・要件】

申し込みができるのは、市内在住、通勤・通学されている人で構成され、講座当日概ね

１０人以上の参加が見込まれる団体です。開催時間は原則として、平日（または講座担

当課の業務日）の午前９時から午後５時までの２時間以内でお願いします。なお、開催

場所は市内に限ります（会場は依頼者が確保してください）。
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～ おわりに ～ 

 

近年、少子高齢化の進展、ライフスタイルや価値観の多様化、そして、ここ数年においては 

新型コロナウイルス感染症の影響により、町内会・自治会（以下「町内会等」という。）の円

滑な活動が難しくなったと言われています。 

その一方で、町内会等の皆様は、防災や防犯、交通安全や地域福祉など様々な役割を担って

おられ、さらに今後、ウィズコロナ・アフターコロナでの暮らしにおいても、地域での支え合

いがより重要になってくると予想されます。 

そういった中で、今回、町内会等の方々の負担を少しでも軽減できればと考え、市の担当窓

口を分かりやすくまとめた冊子を作成いたしました。本冊子が、町内会等の活動に携わる方々

の一助となりましたら幸いです。 

なお、本冊子につきましては、内容を定期的に見直し、その都度内容の追加、修正、充実を

図ってまいります。お気づきの点がございましたら、お知らせいただきますようお願い申し上

げます。 
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